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資料１

小中学校における静岡茶の食育と
愛飲の促進について

（ 令和７ 年度 県民会議資料）

資料１

令和８ 年３ 月1 9 日



資料１本日の議事

「 小中学校における静岡茶の食育と 愛飲の促進」 について

  １  評価指標の進捗状況

  ２  令和７ 年度の静岡茶愛飲の取組 

  ３  今後の取組（ 案）



資料１１ ｰ① 評価指標の進捗状況 （ １ ）
・ 通年での静岡茶の愛飲の取組状況【 県総合計画（ Ｒ ４ ～Ｒ ７ 年度） 】

※通年と は、 毎週○曜日など年間を 通じ て概ね30日以上、 日を 決めて設定

通年での取組校数 R5: 水筒418、 やかん109、 紙パッ ク 93、 給茶機63、 スティ ッ ク 茶15

       ⇒Ｒ ６ : 水筒3 2 4 、 やかん1 0 8 、 紙パッ ク 4 1 、 給茶機5 8 、 スティ ッ ク 茶3
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通年で静岡茶愛飲に取り 組んでいる小中学校の割合
（ 県教育委員会調べ）

家庭から 水筒を 持参する 取組を 啓発し 、 通年での愛飲を推進 

※1 0 日以上3 0 日未満の小中学校を 含む



１ ｰ① 評価指標の進捗状況 （ ２ ）

年度 R5 R6 R7 （ 見込み）

全学校数 7 6 3 7 5 8 7 5 8

通年（ 3 0 日以上） 4 5 4 3 6 8 3 7 6

1 0 日~ 2 9 日 5 8 4 8 6

１ ~ ９ 日 1 5 2 1 2 6 1 2 5

その他 4 0 2 8 2 8

通年での取組校数の減少要因: 静岡茶を 入れた水筒の持参の減少

一方、 10日以上30日未満の取組校数は増加

 ⇒お茶を 入れた「 マイ ボト ル持参運動」 の啓発の継続と 静岡茶の魅力等の

  情報発信を 強化し 、 通年の取組と なるよう に推進



資料１１ ｰ② 評価指標の進捗状況
・ お茶に関する食育の機会の確保【 教育振興基本計画（ Ｒ ４ ～Ｒ ７ 年度） 】

継続でき る静岡茶の食育の体制づく り を 推進

教科書等における 体験活動や調べ学習、 給食時間における指導等 
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静岡茶の食育機会の確保に取り 組んでいる学校の割合

（ 県教育委員会調べ）



２  令和７ 年度の取組報告 （ 健康体育課）
 ① 児童生徒及び保護者向け静岡茶講座の実施

・ 農林水産省委託事業を 活用し 、 「 つながる茶育推進事業」 と し て、

 児童生徒及び保護者向け静岡茶講座 を 実施

・ 茶産地以外の地域を 中心に実施

区  分 内     容

期  間 令和７ 年10月１ 日から 令和８ 年１ 月20日まで

対  象

東部・ 伊豆地区小中学校及び特別支援学校の児童生徒及
び保護者 

※開催を 希望する 学校にて実施（ 18校、 41回）

講
座

講   師 Ｊ Ａ ふじ 伊豆職員

人 数 等 １ 講座３ ～35人程度、 １ コ マ45～50分

講義内容

・ 静岡茶の概要（ お茶の種類等）

・ お茶を 美味し く いれる ポイ ント

・ デモン スト レ ーショ ン 、 実習

受講人数 989人



２  令和７ 年度の取組報告 （ 健康体育課）
 ② 栄養教諭等食育担当者研修会の実施

・ 農林水産省委託事業を 活用し 、 「 つなげる 茶育推進事業」 と し て、

 栄養教諭等を 対象に食育担当者研修会を 実施

区  分 内     容

期  間 令和７ 年11月28日から 12月５ 日まで

対  象 栄養教諭等各学校食育担当者等（ 希望者）

講
座

講   師
・ 日本茶イ ン スト ラ ク タ ー

・ 日本茶アド バイ ザー資格を 取得し た栄養教諭等

参 加 者 40人

講義 内容 お茶に関する 基礎知識、 お茶の美味し い淹れ方模擬授業等

場 所 県内１ 会場（ 茶の都ミ ュ ージアム） 、 オン ラ イ ン



２  令和７ 年度の取組報告（ 健康体育課）
③ ホームページの改修

ホームページ「 静岡茶を 学ぼう 」 の改修

・ お茶に関する資料を まと め、 どこ に何がある か一目でわかる表示に改修

・ 茶に関する情報が一度に得ら れる よう 、 関連HPのリ ンク を 作成



２  令和７ 年度の取組報告（ 健康体育課）
 ④ チラ シ「 静岡茶を飲も う ! 学ぼう ! 楽し も う ! 」 の配布

 学校で静岡茶の食育を 行う 際に参考と なる情報を チラ シに集約し 、 配布

 お茶ができ るまでの動画や、 おたより 用の資料などを 県教育委員会ホームペー

ジに掲載さ れている資料を 紹介



２  令和７ 年度の取組報告（ 健康体育課）
 ⑤ Ｓ Ｎ Ｓ （ イ ンスタ グラ ム） を 活用し た情報発信

 イ ン スタ グラ ムを 活用し た情報発信

・ お茶を 使っ た給食の献立の紹介

・ 食育担当者研修会の様子を 紹介

健康体育課 イ ンスタ グラ ム



２  令和７ 年度の取組報告（ 健康体育課）
 ⑥ 茶器の提供

・ 県内５ 市町と 特別支援学校１ 校に茶器セッ ト （ 急須、 湯飲み茶碗、    
 湯冷まし 等） を 提供  ※はごろ も 教育研究奨励会から 助成

・ 各市町・ 特別支援学校において茶器を 活用し た取組を 実施

県立浜松みを つく し 特別支援学校 対象者： 小学部６ 年



２  令和７ 年度の取組報告（ 健康体育課）
 ⑦ 学校における静岡茶の食育の取組（ １ ）

・ 総合的な学習の時間において、 お茶の飲み比べを し ながら 、 自分に合っ た
 お茶の味を見つける授業を 実施
・ 飲み比べでは味の違いについて話合いをし 、 栄養教諭（ 日本茶アド バイ ザー）
 から 淹れる時の温度が違う こ と を伝えた

島田市立大津小学校  対象者： ３ 年

 



２  令和７ 年度の取組報告（ 健康体育課）
 ⑦ 学校における静岡茶の食育の取組（ ２ ）

・ 日本茶アド バイ ザーを 取得し ている教諭が、 お茶に関する校内研修を実施し た。

・ お茶の産地や歴史、 製造方法、 種類等を学んだ後、 茶器を 使用し てお茶を淹れた。

県立静岡北特別支援学校  対象者： 教諭

                      



２  令和７ 年度の取組報告（ 健康体育課）
 ⑦ 学校における静岡茶の食育の取組（ ３ ）

・ 県内各学校において、 お茶を 使用し た給食を提供し た。

・ 提供の際にはお茶を身近に感じ ら れるよう に給食だより や昼の放送等で紹介し た。



２  令和７ 年度の取組報告（ 義務教育課）
 ⑧ 山梨県と のお茶の学習交流

・ 県内小学校が、 総合的な学習の時間で学んだ「 お茶」 について、 山梨県
   内の学校で発表

・ 本県児童が改めて静岡茶の魅力を実感すると と も に、 山梨県の児童に静岡茶の
 歴史や文化を知っ ても ら う 貴重な機会と なり 、 双方と も 静岡茶の認識が高まっ た。
・ 「 静岡茶」 を通じ たつながり を今後も 大切にし ていく 。

交 流 日 県内実施校 交流先 参加人数

９ 月1 8 日( 木) 御殿場市立富士岡小学校 甲府市立池田小学校 約150人

1 1 月６ 日( 木) 裾野市立東小学校 富士吉田市立下吉田第二小学校 約170人



・ 施設見学や体験学習を積極的に受け入れており 、
 小中学校70校 2 , 284名が来館（ 2月末時点）

・ 学校向けのプロ グラ ム（ ①全体説明②展示説明
 ③子ども 向けワーク シート ） の実施

・ 希望する学校には静岡茶のいれ方、 茶道、 茶摘み
 の体験を実施

 

 ２  令和７ 年度の取組報告（ 茶の都ミ ュ ージアム）
 ⑨ ふじ のく に茶の都ミ ュ ージアムにおける活動（ １ ）

小中学校の施設見学の受入れ

・ 茶の都ミ ュ ージアムで、 実際に見て体験するこ と ができ 、 お茶を学ぶ機会が充実
・ まずは教員にミ ュ ージアムを 体験する機会を 設けるこ と で利用を促進

・ 教員が学習資源と し て校外学習等での博物館活用を 推進する
 ため、  国立科学博物館が主導で全国展開する事業

・ 茶の都ミ ュ ージアムでは、 学芸員による展示解説、 茶摘み、
 茶道、  静岡茶のいれ方、 茶ミ ュ ーキッ ト などを 実際に体験
（ Ｒ ４ 年度～）

・ 健康体育課と の共催（ 参加者11人）

教員のための博物館の日



・ 来館が難し い遠方の学校やお茶の学習を 行う 学校等を
 対象に、 お茶の学習教材の貸出し を 実施（ 無料）

・ 実際に茶葉を 見たり 香り を確かめながら 学習が可能

・ 令和７ 年度貸出し 実績は10件（ ２ 月末）

 ２  令和７ 年度の取組報告（ 茶の都ミ ュ ージアム）
 ⑨ ふじ のく に茶の都ミ ュ ージアムにおける活動（ ２ ）

「 学校への茶ミ ュ ーキッ ト の貸出し 」

・ 「 茶ミ ュ ーキッ ト 」 の貸出し で、 来館が難し い学校でも 活用可能なコ ンテン ツが充実
・ 五感を 使っ た体験によ り 、 子ども たち の記憶に「 静岡茶」 が深く 刻まれる

・ 特別支援学校やし ずおか茶処体験ツアー参加の親子へ
 静岡茶のいれ方体験を実施

・ 家庭では少なく なっ ている「 急須でお茶をいれる体験」
 を通し て、 お茶をいれる楽し さ や本物の味や香り を
 知る機会を創出

子ども たちが静岡茶を味わい・ 学ぶ機会を創出



募集チラ シ

【 開催内容】

【 前回から の主な変更点】
・ 世界お茶まつり の開催に合わせて、 予選会の成績上位者と 各市お茶大会上位
 入賞者が出場する本戦会と し た。

区 分 内   容 

予
選
会

日 程 令和７ 年８ 月３ 日（ 日）

会 場
沼津市民文化センタ ー（ 沼津市）
藤枝地区交流センタ ー（ 静岡市）
磐田市役所（ 島田市）

対 象 者 県内在住の小中学生 

申 込 者 37人（ 小学生27人、 中学生10人）

競 技 種 目 
１  お茶ク イ ズ（ 全50問）
２  外観によ る 茶種当て （ 全６ 問）
３  闘茶（ 飲用によ る 茶種当て ） （ 全４ 問）

本
戦
会

日 程 令和７ 年10月26日（ 日）

会 場
静岡県コ ンベンショ ンアーツセンタ ー
「 グラ ンシッ プ」 （ 静岡市）

競 技 種 目

１  参加者40名によ る 本戦会
 ( 1 )  お茶ク イ ズ（ 全15問）
 ( 2 )  外観によ る 茶種当て （ 全６ 問）
 ( 3 )  闘茶（ 飲用に よ る 茶種当て ） （ 全４ 問）
 ( 4 )  闘茶（ 飲用に よ る 品種当て ） （ 全３ 問）
２  本戦会上位８ 名によ る 決勝戦
 お茶ク イ ズ（ 15問）

対 象 予選成績上位14名と 各市お茶大会上位入賞者26名が本戦会出場

２  令和７ 年度の取組報告（ お茶振興課）
⑩小中学生向け茶競技会「 Ch a ー１ グラ ンプリ 」 の開催



２  令和７ 年度の取組報告（ お茶振興課）
 ⑩ 小中学生向け茶競技会「 Ch a ー１ グラ ンプリ 」  予選会



２  令和７ 年度の取組報告（ お茶振興課）
 ⑩ 小中学生向け茶競技会「 Ch a ー１ グラ ンプリ 」  本戦会



２  令和７ 年度の取組報告（ お茶振興課）
⑪ ふじ のく にジュ ニアお茶マイ スタ ーについて（ １ ）

【 参加者の感想（ Ch a -1 グラ ンプリ で学んだこ と 、 活かし ていきたいこ と 】
・ Ｃ ｈ ａ －１ ク ラ ンプリ を 通じ てお茶について学んだこ と を、 人に教えたり 、
 来年のグラ ンプリ でも 生かし ていき たい。
・ お茶の淹れ方、 飲み方を も っ と 上手になっ て、 き れいに見えるいただき 方・
 提供を 心掛けたい。
・ お茶はあまり 飲まない方へお茶のいいと こ ろ を話し たり 、 広めたい。
・ 静岡茶の魅力を 外国の人々に伝えていき たいです。
・ 英語が得意なので、 それを生かし て、 海外の人にお茶を紹介し たいです。  等

項 目 内  容

目 的

児童生徒が自発的に静岡茶を愛し 、 毎日の習慣
と し て静岡茶を 飲み、 さ ら には成人後も 茶への
関心を持ち、 その習慣を 継続し ても ら う こ と に
より 、 持続的な静岡茶のフ ァ ン拡大を 図る

認 定条 件
・ Ｃ ｈ ａ －１ グラ ンプリ に参加
・ レ ポート の提出

認 定者 数 26人（ 小学生22人、 中学生４ 人）

活 躍の 場
・ 県イ ベント (茶Ｍ夏休みイ ベント 等)での協力
・ 茶関係団体の機関誌等での執筆
・ 地域でのお茶イ ベント や市町行事での活用

【 認定制度の概要】



２  令和７ 年度の取組報告（ お茶振興課）
 ⑪ ふじ のく にジュ ニアお茶マイ スタ ーについて（ ２ ）

・ 世界お茶まつり 2025「 春の祭典」 開幕式における「 お茶で乾杯」 （ 3名）

・ 日本茶イ ンスト ラ ク タ ー協会主催 静岡お茶マルシェ における 呈茶（ 4名）

【 呈茶イ ベン ト 】

ふじ のく にジュ ニアお茶マイ スタ ーの活躍の場を実施



２  令和７ 年度の取組報告（ お茶振興課）
⑪ ふじ のく にジュ ニアお茶マイ スタ ーについて（ ３ ）

・ 茶と 人フ ロン ティ ア会議主催「 役員研修会」 における 呈茶と
 静岡市内の茶商によるお茶の淹れ方教室（ 6名）

ふじ のく にジュ ニアお茶マイ スタ ーの活躍の場を実施
【 研修会兼呈茶イ ベン ト 】



２  令和７ 年度の取組報告（ お茶振興課）
⑫ し ぞ～か茶魅力発信プロジェ ク ト について

「 し ぞ～か茶魅力発信プロジェ ク ト 」 と は
・ 静岡県、 株式会社静岡第一テレ ビ、 静岡県Ｊ Ａ グループが、 静岡茶の振興

 を 目的と する協議会

・ 「 ちゃ ブスク 」 ・ 「 チャ ウナ」 ・ 「 茶ガチャ 」 ・ 「 茶アニメ 」 の

 ４ つの取り 組みを 実施中

 ⇒アニメ の他、 各種取組を 通し て、 若い世代にも 静岡茶の魅力を 伝える

第
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２  令和７ 年度の取組報告（ お茶振興課）
⑬ 静岡茶ブラ ンディ ングプロジェ ク ト

「共創」、

唯一無二の存在

GLOBAL BRAND

キープロダクト・アイコン

LOGO

ロゴ

PRODU
CT

商品

FLAGS
HIP

情報発信

目指す姿

世界中どこから見ても

一つのブランドに見えている

世界に通用する
静岡茶ブランド

・ブランド発表会の開催

・ブランド公式サイトの制作

・海外展示会への出展

①
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

ブランドコンセプト、ロゴマークなど
一貫したブランド資産を使用した

プロモーションを展開

世界に向けたプロモーショ ン（ イ メ ージ）

②
テ
ィ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム

静岡茶の魅力を五感で味わう
世界基準のティーツーリズムの構築

高付加価値化ティーツーリズム構想の策定
県内３エリアに茶室設置・実証

インバウンド等を対象としたツアーの造成

産地のブランド力の向上
新たな収益機会の創出

富士山などの景観を 生かし たティ ーツーリ ズム（ イ メ ージ）

③
商
品
づ
く
り

静岡茶の本来価値を
商品として具現化

・静岡茶の魅力を伝える商品の設計・試作
・ロゴを使ったパッケージや流通資材の制作

静岡茶の強み（味・技術・歴史等）を明確化

世界市場での一貫した印象を構築・蓄積 静岡茶の味わいを楽し める商品や販促物の試作（ イ メ ージ）



２  令和７ 年度の取組報告（ お茶振興課）
⑭ その他

○「 お茶の機能性リ ーフ レ ッ ト 」 の広報利用

・ こ れまで報告さ れた研究成果の一部を まと めた「 お茶の

 機能性リ ーフ レ ッ ト 」 を 活用し 、 マイ ボト ル運動に利用。

・ 県HPの情報ひろ ばや各種SNS（ LI NE・ I nstag ram

 等） で情報発信。

○「 お茶の機能性動画」 の積極的な活用・ 配信

・ 令和５ 年度にお茶の機能性をシーン別に分かり やすく 紹介
 し た機能性短編動画を 制作（ 「 家族の風邪予防編」 、 「 お
 出かけの口臭予防編」 、 「 運動の肥満防止編」 の３ 本）

・ 令和７ 年度は令和６ 年度に引き 続き 、 HPや県庁内の各種
 媒体を活用し て発信し 、 県民のお茶への関心を高めた。



課  題

静岡茶の
愛飲促進

（ 茶葉の無償提
 供に頼ら ない
 取組）

３  今後の取組（ 案） （ １ ）

今後の取組（ 事務局案）

○「 マイ ボト ル持参運動」 における静岡茶の利用拡大

【 継続】 マイ ボト ル持参において、 自発的に静岡茶を 利用し ても
    ら う ため、 効能や静岡茶の魅力を県SNSやHP、 イ ベント
    等で発信

○静岡茶の魅力を わかり やすく 発信

【 新規】 静岡茶ブラ ンド のプロモーショ ン展開
【 拡充】 お茶の機能性・ 淹れ方や県内各地の生産者やスイ ーツ等
    お茶の魅力を 紹介するアニメ を 、 各種媒体へ公開
【 継続】 県SNSやHPでお茶に関する資料の掲載や研修会の様子、
    お茶の機能性動画の継続的な活用・ 発信

○ふじ のく に茶の都ミ ュ ージアムの利用促進

【 継続】 小中学校の施設見学の受入れ

○通年での静岡茶愛飲促進に向けた取り 組み

【 継続】 小中学校への給茶機の整備

○ふじ のく にジュ ニアお茶マイ スタ ーの活躍・ イ ベント

【 拡充】 イ ベント における 呈茶の他、 お茶に関する勉強会など、
    マイ スタ ーの活躍の場・ イ ベン ト をさ ら に多く 設定



課  題

 教員や保護者
 の愛飲への理
 解促進
（ 学校、 家庭、
 茶業関係者の
 連携）

３  今後の取組（ 案） （ ２ ）

今後の取組（ 事務局案）

○食育担当者向け研修会の実施

【 継続】 栄養教諭等食育担当者向けの静岡茶に関する講義、 実習

○ふじ のく に茶の都ミ ュ ージアムの利用促進

【 継続】 「 教員のための博物館の日」 など、 茶の都ミ ュ ージアム
    での体験機会の提供

○お茶に関する食育の機会の確保

【 継続】 小中学校への茶器の配布
【 継続】 日本茶アド バイ ザーを 中心と し た学校における静岡茶の
    食育の取組

○静岡茶の食育の支援体制づく り

【 継続】 静岡茶食育カ リ キュ ラ ム事例集を活用し た、 教科等に
    おける食に関する指導の推進
【 継続】 お茶ができ るまでの動画や、 おたより 用の資料の提供
【 継続】 農水省「 茶育」 プロジェ ク ト の活用促進に向けた周知



静岡茶の愛飲の促進に向けた取組

担当課 Ｒ７取組実績 Ｒ８実施計画

経済産業部

農業局

お茶振興課

１ 県民会議の開催

２ 静岡茶の食育の機会提供

・Cha-1グランプリの開催

・ふじのくにジュニアお茶マイスター活動の提供

３ 連携協定

・４つの取組活動を実施

・お茶の豆知識や県内各地のお茶の魅力をアニメを作成及び情報発信

４ 静岡茶ブランディングプロジェクト

・コンセプト・ベース価値の構築

５ お茶の機能性動画やマイボトル運動推進に関する情報発信

１ 県民会議の開催

２ 静岡茶の食育の機会提供

・Cha-1グランプリの開催

・ふじのくにジュニアお茶マイスター活動の提供

３ 連携協定

・お茶の豆知識や県内各地のお茶の魅力のアニメの作成及び情

報発信の強化

４ 静岡茶ブランディングプロジェクト

・静岡茶の本来価値をわかりやすく発信

５ お茶の機能性動画やマイボトル運動推進に関する情報発信

経済産業部

ふじのくに

茶の都ミュー

ジアム

１ 小中学校の施設見学の受け入れ及び学校向けプログラムの実施

２ 教員のための博物館の日の実施

３ 学校への茶ミューキットの貸し出し

４ 静岡茶の淹れ方体験の開催

１ 小中学校の施設見学の受け入れ及び学校向けプログラムの実施

２ 教員のための博物館の日の実施

３ 学校への茶ミューキットの貸し出し

４ 静岡茶の淹れ方体験の開催

教育委員会

健康体育課

１ 栄養教諭等食育担当者研修会（お茶の淹れ方等）

２ 保護者及び児童生徒向け静岡茶講座の開催

対象地区：東部、伊豆地区（20市町）

３ 茶器の提供（５市町、１特別支援学校）

４ ホームページ「静岡茶を学ぼう」の改修、SNS・チラシ等による情報発信

５ 日本茶アドバイサーを中心とした学校における静岡茶の食育の取組

１ 栄養教諭等食育担当者研修会（お茶の淹れ方等）

２ 茶器の提供

３ ホームページ・SNS・チラシ等による情報発信

４ 日本茶アドバイサーを中心とした学校における静岡茶の食育

の取組

教育委員会

義務教育課

１ 県内小中学校への給茶機の整備（５校）

２ 山梨県とのお茶の学習交流
１ 県内小中学校への給茶機の整備（５校）

資料２



静岡茶愛飲促進条例に係る県民会議（令和６年度）の開催結果

１ 要 旨
令和６年度「小中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する県民会議」を開催し、

これまでの取組状況の報告と今後の取組方策などを協議した。

２ 内 容
（１）小中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する県民会議
・開 催 日 令和７年３月13日（木）午前10時から正午まで
・委 員 奥村沼津市教育長他 計12名（１名欠席）
・県出席者 池上教育長、田保農林水産担当部長 他

（２）令和６年度の取組報告及び協議事項
ア 指標：総合計画及び教育振興基本計画（令和４年度～令和７年度）

イ 静岡茶愛飲の取組

ウ 協議事項

（３）今後の静岡茶愛飲の定着に向けた取組に係る委員からの主な意見

３ 今後の対応
委員の意見を踏まえ、静岡茶愛飲促進に向けた取組を着実に実行し、県内全小中学校

における通年での静岡茶愛飲の定着を図る。

目標指標 Ｒ５年度 目標(Ｒ７)

通年で愛飲に取り組んでいる学校の割合 60% 70%

静岡茶の食育機会の確保に取り組んでいる学校の割合 90% 100%

・児童生徒及び保護者向け静岡茶講座の実施（29校、38回、1,506人）
・栄養教諭等食育担当者研修会の実施（２会場、24人）
・山梨県とのお茶の学習交流（令和７年度も継続予定）
・ふじのくに茶の都ミュージアムでの見学受入の拡大（51校 1,728人/２月末）
・Cha-1グランプリの開催（予選会・本戦）
・ふじのくにジュニアお茶マイスターの認証・活動 等

・令和５年度県民会議の意見等に対する対応
・課題に対する今後の取組（案）

区 分 内 容

通年での静
岡茶愛飲促
進

・子供たちがお茶にかかわる体験を引き続きやっていくことが大切。
・１回の授業だけではなく、総合的な学習を複数年継続して取組み、学

習のつながりを意識することが大事である。
・学校の参観日に子供が親にお茶を入れる取組はどうか。

教員や保護
者の愛飲へ
の理解促進

・栄養教諭等食育担当者向けのお茶講座は年１回の取り組みであって
も、毎年実施することが有効。

・児童生徒には、お茶の知識や健康効果について学び、将来、海外の多
様な人々と交流する際のコミュニケーションツールとなるように学
びを深めてほしい。

・お茶のテキストや教材を一元化するとさらにお茶は広がるのではないか。

その他

・お茶のニーズが減っている現状において、お茶を生活の中で習慣化し、
消費拡大しなければならない。そのためには、茶ブスクやPR活動、食
育などにより、お茶の魅力を発信していかなければならない。

・ふじのくにジュニアお茶マイスター制度は良い制度のため、マイスタ
ーのような子供たちがどんどん広がっていくことが重要。

資料３



教員のための博物館の日 in
ふじ のく に茶の都ミ ュ ージアム

共催： 国立科学博物館、 公益財団法人日本博物館協会、 静岡県教育委員会健康体育課　 　 後援： 文部科学省（ 予定）

「 教員のための博物館の日」 は、 教員の皆さ んに博物館に親し みを 持っ ても ら う こ と 、

博物館にある学習資源を 知っ ても ら う ために全国の博物館で実施さ れている事業です。

静岡県立のお茶の博物館である当ミ ュ ージアムでは、 学校向けのプログラ ムやお茶を

楽し むプログラ ムなどを 特別に体験し ていただけます。

2026.８ .6（ 木）　 10 時～ 16 時 20 分

対　 象　 静岡県内の教員及び学校関係者　 15 人
　 　 　 　 　（ 初めて参加さ れる方を優先さ せていただきます）

申込み　 ふじ のく に電子申請サービスから お申込みく ださ い。
（ ５ /11 から 受付を開始し ます。 定員になり 次第締め切り ます。）

プログラ ム（ 今後変更する可能性があり ます。）

時間 内容

10：00 ミ ュ ージアムの概要と 静岡県の茶業について

学校向けプログラ ムの紹介

11：00 常設展の見学（ 展示解説付き ）

12：00 休憩

12：50 茶摘み体験と 屋外展示の見学

13：10 お茶のいれ方体験

14：20

　

　

14:50

15:45 意見交換、 事務連絡等

参加費無料・ 交通費支給

持ち物　 旅費を振込む口座番号が分かるも の（ 通帳のコ ピー等）
　 　 　 　 印鑑、 帽子、 運動靴、 水筒、 昼食

お申込みはこ ちら

詳細はこ ちら

※県の規程に基づき 、 所属の学校又は自宅から ミ ュ ージアムまでの往復交通費を支給し ます。
※１ 週間経っ ても 申込受付の返信がない場合は、 お手数ですが必ずお電話でご連絡く ださ い。

Ｑ Ｒ コ ード

Ｑ Ｒ コ ード学校向け貸出教材「 茶ミ ュ ーキッ ト 」 の紹介・ 体験

茶室見学と 茶道体験（ 抹茶・ 和菓子付き ）
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ふじのくにジュニアお茶マイスターに関する知事認証認定要領

（目的）

第１条 児童生徒が日常生活において、自発的に静岡茶を愛し、毎日の習慣と

して静岡茶を飲むようになること、さらには成人後も茶への関心を持ち、そ

の習慣を継続してもらうことにより、持続的な静岡茶のファンの拡大を図る

ため、知事認証を設ける。

（認定）

第２条 ふじのくにジュニアお茶マイスター（以下「ジュニアお茶マイスタ

ー」という。）とは、お茶に関する知識を有し、お茶の魅力を伝えられるこ

とが期待される者を言う。県は、県が主催するＣｈａ－１グランプリに参加

し、かつ、県にレポート（様式第１号）を提出した者をジュニアお茶マイス

ターとして認定し、認定証（様式第２号）を交付する。

（認定証の再交付）

第３条 県は、認定証の交付を受けた者から、紛失等による再交付の申出（様

式第３号）があった場合は、認定証の再交付をする。ただし、認定証の再交

付の期限は高等学校修了までとする。

（認定者名簿）

第４条 県は、第２条に定める認定を受けた者について、ジュニアお茶マイス

ター認定者名簿（様式第４号）を作成し管理する。

（その他）

第５条 この要領に定めのない事項については、お茶振興課長が定める。

附則

１ この要領は令和５年 11 月 11 日から施行する。

２ この要領の施行の日以前に、県が開催するＣｈａ－１グランプリに参加

し、かつ、レポートを別に定める期日までに提出した者には、令和６年３月

31 日までに知事に申し出た場合に限り、「ふじのくにジュニアお茶マイスタ

ー」として認定し、第２条に規定する認定証を交付する。
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